
ご 案 内 

当 院 は 、 中 国 四 国 厚 生 局 長 の 指 定 を 受 け た 保 険 医 療 機 関 で す 。 

 

1. 診療科目 精神科 内科 

 

2. 施設基準（届出） 

●精神病棟入院基本料 15：1 ●認知症治療病棟入院料 1（認知症夜間対応加算有） 

●看護配置加算 ●看護補助加算 1（看護補助体制充実加算 1 有） ●療養環境加算  

●医療保護入院等診療料 ●後発医薬品使用体制加算１ ●精神科身体合併症管理加算  
●精神科救急搬送患者地域連携受入加算 ●精神科地域移行実施加算 ●特殊疾患入院施設管理加算  

●療養生活継続支援加算 ●ＣＴ撮影（16 列以上 64 列未満のマルチスライス型の機器）  

●こころの連携指導料(Ⅱ) ●精神科作業療法 ●精神科デイ・ケア(大規模なもの)  
●重度認知症患者デイ・ケア料 ●認知症患者リハビリテーション料 ●薬剤管理指導料  

●医療 DX 推進体制整備加算 ●外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ ●入院時食事療養（Ⅰ）   

●入院ベースアップ評価料 
 

●東１病棟(認知症治療病棟入院料 1) 

・精神科医師および本病棟に専従する作業療法士がそれぞれ１名以上勤務しております。 

・看護職員は、入院患者２０人に対して１名以上勤務しております。 

 （かつ最少必要数の半数以上は精神病棟勤務を有し、２割は看護師です。） 

・看護補助者は、入院患者２５人に対して１名以上勤務しております。 

 （かつ最少必要数の半数以上は精神病棟勤務経験を有しております。） 

・当該病棟の患者 1 人当たりの面積は、18 ㎡以上の基準を満たしております。 

・特別療養個室は、１０５号室、１０６号室、１０７号室、１０８号室 の 4 室です。 
 

●東２病棟、西１病棟、西２病棟(精神病棟入院基本料 15：1) 
・当該病棟入院患者１５名に対して１名以上の有資格者が勤務しております。 

・看護配置加算 看護職員の最少必要数の７割以上が看護師です。 

・看護補助加算 当該病棟入院患者６名に対して１名以上の看護補助者が勤務しております。 

・療養環境加算 

 東２病棟の 201 号室、212 号室、213 号室、214 号室、215 号室、216 号室、217 号室、218 号室 

西 1 病棟の１００１号室、１００８号室、１００９号室、１０１０号室、１０１１号室、１０１２号室、１０１３号室 

西 2 病棟の２００８号室、２００９号室、２０１０号室、２０１1 号室、２０１３号室、２０１４号室、 

２０１５号室は１床あたりの平均床面積が 8 ㎡以上の基準を満たしております。 

・特別療養個室 

 東２病棟の２０２号室、２０３号室、２０４号室、２０５号室、２０６号室 

２０７号室、２０８号室、２０９号室、２１０号室、２１１号室 

 西１病棟の 1002 号室、1003 号室、1004 号室、1005 号室、1006 号室、1007 号室 

西２病棟の 2001 号室、2002 号室、2003 号室、2004 号室、2005 号室、2006 号室、2007 号室、２０１2 号室 

・西１病棟は特殊疾患入院施設管理加算の基準を満たしております。（別掲） 

※各勤務時間帯における人員配置につきましては、各病棟に詳細を掲示しております。 
 

3. 精神科専門療法について 

  当院では、精神障害者の社会生活機能の回復を目的として下記の精神科専門療法を行っております。 

【施設基準届出分】 

 ●精神科作業療法 ●精神科デイ・ケア(大規模なもの) ●重度認知症患者デイ・ケア料  
 

4. 入院時食事療養について 

 当院では、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を 

適時（夕食については、午後６時以降）、適温で提供しています。 

 

5. 保険外負担および特別の療養環境についての費用については別表にてお知らせしております。 

 

6. その他 

 当院では、入院患者様のご負担による付添看護はおこなっておりません。 


